




スクールバス　運行表（１） 【資料　２】　１／３

十和地区

小学生 10 名 小学生 12 名 小学生 16 名 小学生 1 名 小学生 5 名
中学生 3 名 中学生 8 名

計 10 名 計 12 名 計 19 名 計 1 名 計 13 名

7:15 6:50 6:05 6:55 6:55

7:20 小 4 名 7:17 小 1 名 6:50 中 2 名 7:15 小 1 名 7:15 小 1 名
中 3 名

7:25 小 4 名 7:20 小 4 名 6:55 小 1 名 7:35
7:35 7:25 中 4 名

7:31 小 2 名 7:22 小 1 名 7:03 小 1 名
中 1 名 7:30 小 4 名

7:25 小 1 名 16:30 中 1 名
7:38 7:09 小 1 名

7:30 小 3 名 16:50 小 1 名 7:40
7:45 7:19 小 2 名 7:40

7:40 小 2 名 17:10
7:26 小 3 名

16:30 7:47 16:30
7:32 小 8 名 16:30

16:40 8:00
7:38 16:40 小 4 名

16:47 小 4 名
7:50 16:55 小 1 名

16:52 小 4 名
17:15

16:58 小 2 名 16:30 16:30

17:05 16:40 16:40 18:10
18:10

16:47 小 2 名 16:45 小 8 名
18:20 中 1 名

16:50 小 1 名 16:48 小 1 名
18:25 中 4 名

16:55 小 3 名 16:50 小 2 名
18:35 中 3 名

17:02 小 1 名 16:57 小 2 名
18:55

17:04 小 4 名 17:06 小 1 名

17:07 小 1 名 17:10 小 1 名

17:30 17:18 小 1 名

18:00

18:45

19:25 中 1 名

19:35 中 2 名

20:20

④ 野々川線① 広井線 ③ 大道・小野線② 古城・地吉線 ⑤ 里川・浦越線

↓
↓

駐車場（昭和中体育館下）
↓
里川

　（里川～浦越～昭和小・中）

H19利用者

半家滝橋（久保川）

対岸線入口（口大道）

　（古城～地吉～十川小）

H19利用者H19利用者

　（大道～小野～十川小・中）

↓
御旅所（古城）
↓

下広瀬（広瀬）
↓

住宅下（奥大道）
↓

柳瀬（下広瀬）
↓広井小前（経由）
↓道の駅前（経由）
十川小
↓道の駅前（経由）

駐車場（旧広井小）
↓
保喜（井﨑）
↓

登校時　（乗車時間　0：18） 登校時　（乗車時間　0：48）

　（野々川～昭和小）

H19利用者

登校時　（乗車時間　0：20）

　　（広井～十川小）

H19利用者

↓

下校時　（乗車時間　0：20）

登校時　（乗車時間　0：30） 登校時　（乗車時間　0：25）

下校時（１回目）　（乗車時間　0：25）
駐車場（昭和中体育館下）

浦越
↓

↓

↓

十川小

↓
本村（古城）
↓
追和分岐（古城）

駐車場（旧広井小）

駐車場（旧広井小）
↓道の駅前（経由）

下校時　（乗車時間　0：18）

十川小
↓
保喜（井﨑）
↓
下広瀬（広瀬）
↓広井小前（経由）
柳瀬（下広瀬）
↓
駐車場（旧広井小）

駐車場（昭和中体育館下）
↓
大滝の奥（奥大道）
↓
番所（奥大道）
↓
向畑（奥大道）
↓
↓

↓
小野大橋（小野）
↓
十川小
↓
駐車場（昭和中体育館下）

駐車場（昭和中体育館下）
↓

下校時（１回目） （乗車時間　0：38）

十川小
↓
小野大橋（小野）
↓
半家滝橋（久保川）
↓
沈下橋うえ（久保川）
↓
対岸線入口（口大道）
↓
住宅下（奥大道）
↓
番所（奥大道）
↓
向畑（奥大道）
↓
十川中

十川中
下校時（２回目） （走行時間　0：50）

↓
向畑（奥大道）
↓
大滝の奥（奥大道）
↓
駐車場（昭和中体育館下）

駐車場（昭和中体育館下）
↓
旧古城小前（古城）
↓
滝の華橋（地吉）
↓古城小前（経由）
牛舎前（古城）

駐車場（昭和中体育館下）

下校時　（乗車時間　0：27）

↓
十川小

↓
追和分岐（古城）

本村（古城）

駐車場（昭和中体育館下）

↓

↓
駐車場（昭和中体育館下）

↓
滝の華橋（地吉）
↓古城小前（経由）
牛舎前（古城）

茅吹手・津賀
↓

昭和小

↓
昭和小

駐車場（昭和中体育館下）

駐車場（昭和中体育館下）

茅吹手・津賀
↓

↓
旧古城小前（古城）

↓
御旅所（古城）

里川
↓

里川
↓

駐車場（昭和中体育館下）

駐車場（昭和中体育館下）
昭和中
↓

浦越
↓

下校時（２回目）　（乗車時間　0：45）

駐車場（昭和中体育館下）

駐車場（昭和中体育館下）
↓
野々川
↓
昭和小
駐車場（昭和中体育館下）

駐車場（昭和中体育館下）

茅吹手・津賀
↓

↓
野々川
↓



スクールバス　運行表（２） 【資料　２】　２／３

窪川地区（路線バス）　１　

小学生 7 名 小学生 18 名 小学生 9 名
中学生 1 名 中学生 9 名 中学生 11 名

計 8 名 計 27 名 計 20 名

7:23 小 1 名 7:20 7:25
○定期券にて北播観光を利用 ○定期券にて北播観光を利用 中 2 名

7:35 7:42
7:33 中 3 名

7:42 8:00
16:40 16:30 7:42 小 4 名

中 5 名 8:00
16:45 中 3 名 16:35 小 16 名 17:35

7:45 中 1 名
17:15 中 4 名 16:40 17:58

7:47 小 1 名 17:40
16:55 小 2 名 18:10

7:30 小 3 名 17:58
18:30

7:52 18:05
18:30

7:58 18:20
17:15 中 1 名 18:40 中 7 名

18:55 中 2 名
16:33

16:35 小 3 名

16:38 小 1 名

16:43 小 4 名

17:02 小 1 名

18:30

18:40 中 1 名

18:43 中 5 名

18:52 中 3 名

19:02 中 2 名

下校時　（乗車時間　0：35）

↓

窪川中
下校時　（乗車時間　0：40）

↓
上秋丸

窪川中
↓
小野川

松葉川温泉
↓
米奥

↓
小野川

↓
窪川中

↓
小野川（七里小付近） 窪川中

↓
小野川（七里小付近）

登校時　（乗車時間　0：40） 登校時　（乗車時間　0：35）
上秋丸

↓
米奥（米奥小付近）

↓

松葉川温泉

⑨　松葉川温泉　線（路線バス） ⑩　上秋丸 線（大野見線 路線バス）

　（松葉川温泉～米奥小前～小野川～窪中） 　（上秋丸～小野川～窪中）

↓
（上岡）
↓
奥打井川

奥打井川

　　　大正地区(一部路線バス使用）

奥打井川

↓
中打井川
↓
（上岡）

↓
（下岡）

（上岡）
↓
中打井川
↓

↓
大奈路小
↓
中津川

↓

田野々小
↓
（江師・小石）
↓
大奈路小
↓
中津川

（下岡）

大奈路小
↓

下校時（小学生 便）　（乗車時間　0：35）

下校時（中学生 便）　（乗車時間　0：45）

（木屋ヶ内）
↓
下津井

下校時（中学生 便）　（乗車時間　0：32）
大正中
↓

田野々小
下校時（小学生 便）　（乗車時間　0：29）

↓
（轟崎）
↓
（瀬里）

↓
田野々小
↓
大正中

↓
（瀬里）
↓
（轟崎）

↓

⑥　下津井線 ⑦　中津川線 ⑧　打井川線
　（大奈路小・大正中～下津井）

H19利用者

　（田野々小・大奈路小・大正中～中津川）

登校時　（乗車時間　0：35）

↓

　（田野々小、大正中～打井川）

大正中
下校時（中学生 便）　（乗車時間　0：25）

登校時

下校時（小学生 便）　（乗車時間　0：15）

大正中

登校時

H19利用者 H19利用者

（内16名は便乗） （内14名は便乗）

下津井

（内3名は便乗）



スクールバス　運行表（３） 【資料　２】　３／３

7:45 7:40 7:15 7:15 7:20

7:52 7:45 7:45 7:45 7:30

7:58 8:05 8:05 7:53 7:40

8:10 8:08 7:45

16:25 17:50 8:00

17:45 17:58 18:02 17:40

17:58 16:48 18:30 17:53 17:40

18:04 （クラブ活動の生徒は、タクシーを利用） 18:02 17:55

18:10 18:27 18:00

18:05

18:15

7:25

7:45

8:00

17:40

17:55

18:15

南川口
↓
折合

下校時　（乗車時間　0：35）
窪川中
↓

↓
南川口（川口小付近）
↓
窪川中

⑯　折合 線（ 路線バス）
　（折合～南川口～窪中）

登校時　（乗車時間　0：35）
折合

上秋丸

↓　（東又小前通過）

↓
窪川中

下校時　（乗車時間　0：25）

本堂

飯ノ川
↓
床鍋
↓

↓
窪川中

登校時　（乗車時間　0：25） 登校時　（乗車時間　0：50）

↓　（東又小前通過）

窪川中

窪川中
↓

下校時　（乗車時間　0：25）

影野（影野小付近）

下校時　（乗車時間　0：25）

仁井田（仁井田小付近）
↓
窪川中

↓
志和

⑪　床鍋 線（路線バス） ⑫　飯ノ川 線 （路線バス） ⑬　志和線 （路線バス）
　（床鍋～影野～仁井田～窪川中） 　（飯ノ川～本堂～窪川中） 　（志和～本堂～窪川中）

窪川中
↓

↓
秋丸

仁井田

窪川中
↓

↓

↓
本堂

窪川地区　２　（路線バス）

志和

本堂
↓

登校時　（乗車時間　0：25）
飯ノ川

本堂

床鍋
↓

⑭　興津　線（路線バス） ⑮　北ノ川・家地川 線（ 路線バス）
　（興津～本堂～仁井田～窪中） 　（北ノ川～秋丸～家地川～南川口～窪中）

登校時　（乗車時間　0：53） 登校時　（乗車時間　0：40）
北ノ川

↓

↓
北ノ川

秋丸
↓

家地川
↓

南川口（川口小付近）

↓

下校時　（乗車時間　0：35）

南川口

↓

興津

↓
窪川中

↓
仁井田

↓
家地川（家地川小付近）本堂

興津
↓
本堂

↓
仁井田
↓

窪川中
下校時　（乗車時間　0：40）

窪川中



 

 

 

 

 

四万十町通学区調整区域に係る事務処理要領 

 
平成18年３月20日 

教育長訓令第７号 

（趣旨） 

第１条 この要領は、通学区域の弾力的な運用を図る通学区調整区域に係る事務処理に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（調整区域） 

 

第２条 通学区に関して弾力的な取扱いをすることができる学校及びその指定する区域（以下「調

整区域」という。）に住所を有する者が選択することができる学校（以下「選択校」という。）

は、次のとおりとする。 

  

指定学校名 調整区域 選択肢 

米奥小学校 上作屋 七里小学校 

丸山小学校 東川角甲515-１から515-99 窪川小学校 

 

（選択校の申請） 

第３条 調整区域に住所を有する者の保護者が選択校を希望するときは、教育委員会が定める日

までに調整区域居住者の選択校への就学希望申請書（様式第１号）を教育委員会に提出しなけ

ればならない。 

 

（通知） 

第４条 教育委員会は、前条の規定による申請を受理したときは、教育委員会の審議を経ず選択

校を就学校として、調整区域居住者の選択校への就学希望承認通知書（様式第２号）により、

保護者に通知するものとする。 

 

（その他） 

第５条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

資料 ３ 



 

 

 

四万十町立小学校及び中学校における校区外通学に関する取扱要綱 
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、学校教育法施行令（昭和28年法律第340号）第８条に規定する小学校又は中

学校の指定の変更に関して、その円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。 

（校区外通学） 

第２条 四万十町教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、児童生徒の保護者から教育委

員会が指定する小学校又は中学校（以下「指定校」という。）の変更を希望する旨の申請がな

された場合で、別表に掲げる基準のいずれかに該当するときは、指定校の変更をすることがで

きる。 

 

以下省略 

 

資料 ４ 



別表（第２条関係） 

校区外通学基準 

  

 No 区分 事由 対象者 期間 備考（添付書類等） 

 小学校 

１～５年生 

中学校 

１～２年生 

当該学期の終了

まで 

 

１ 学期途中

の転居 

四万十町内への転居で、

引き続き在籍していた

学校に通学させたい場

合 

小学校６年生 

中学校３年生 

卒業時まで 

・校区外通学協議書（様

式第３号） 

 ２ 留守家庭 勤務等により、児童の帰

宅時に保護者等が不在

であり、児童を祖父母

宅、知人、学童保育等へ

預けるため、預かり先の

住所地の指定校に通学

させたい場合 

小全学年 必要と認められ

る期間（１年更

新） 

・預かり承諾書（様式第

４号） 

・在職証明書（様式第５

号） 

 ３ 転居予定 新築等により、完成後又

は購入後の転居が確実

であり、転居予定先の指

定校に通学させたい場

合 

小・中全学年 転居日まで（原

則６か月以内）

・校区外通学協議書（様

式第３号） 

・建築確認申請書、売買

契約書、入居契約書等

の転居を確認できる

書類 

 ４ 住民票の

みの異動

（住宅融

資等） 

住民票が居所に無い場

合 

小・中全学年 転居日まで（原

則６か月以内）

・校区外通学協議書（様

式第３号） 

・建築確認申請書等の住

宅建築を確認できる

書類 

・居住証明書（様式第６

号）又は居住を確認で

きる書類 

 ５ 教育上等

の配慮 

いじめ、不登校、健康上

等の理由により校区外

通学が適当であると教

育委員会が認めた場合 

小・中全学年 必要と認められ

る期間 

・校区外通学協議書（様

式第３号） 

・通学を希望する学校長

の意見書又は関係機

関の意見書等 

・医師の診断書（必要と

認められる場合） 

 ６ 地理的な

理由 

教育委員会が、通学区の

境界と学校との距離か

らあらかじめ指定校の

変更を認めている地域

（調整区域） 

小・中全学年 卒業時まで ・四万十町通学区調整区

域に係る事務処理要

領（平成18年四万十町

教育長訓令第７号）に

よる。 

 ７ その他の

事情 

№１から６までに掲げ

る事由のほか、教育委員

会が特に校区外通学が

適当であると認めた場

合 

小・中全学年 必要と認められ

る期間 

・校区外通学協議書（様

式第３号） 

・事由要件による。 

 



 

 

四万十町小規模特認校試行要綱 

 
（目的） 

第１条 この要綱は、自然環境に恵まれた、特色のある教育活動を行う小規模小学校（６学級以

下の小学校をいう。）において教育を受けさせたいという保護者の希望に応えるとともに、あ

わせて小規模校の教育活動の一層の活性化を図ることを目的とする。 

 

（試行認定要件） 

第２条 四万十町における小規模特認校（特色のある教育活動を行う小規模小学校で、町内全域

を通学区域と認める学校、以下「小規模特認校」という。）の研究推進校として、四万十町立

米奥小学校を認定する。ただし、試行認定期間は３年以内とする。 

 

（対象児童） 

第３条 特認入学（児童が小規模特認校に通学区域外から通学するため入学することをいう。）

の対象となる児童は、町内に在住するものであって町内小学校就学予定児童とする。 

 

（入学の条件） 

第４条 特認入学に際しての児童及び保護者の条件は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 通学する当該小規模特認校の教育方針及びＰＴＡ活動等について十分理解し、積極的に

協力すること。 

(２) 通学にあたっては、保護者の負担と責任において行うこと。 

(３) １年以上の通年通学をさせること。 

 

（入学時期及び期間） 

第５条 特認入学の時期は、４月１日とする。 

２ 特認入学の期間は、原則として、特認入学から卒業までとする。 

３ 保護者の事情により通学が困難となった場合は、四万十町教育委員会（以下「教育委員会」

という。）は小規模特認校校長（以下「特認校長」という。）と協議し、居住地の学校に復帰

させるものとする。 

 

  以下 省略 

資料 ５ 




